
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
の
変
更
に
つ
い
て

■保険料率などが変わります　（北海道後期高齢者医療広域連合で決定しています）
対象年度 均等割額 所得割（変更はありません） 賦課限度額

改定前令和2・3年度 52,048円 （所得－最大43万円※）
×10.98％

64万円
改定後令和4・5年度 51,892円 66万円

※ 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なります。

【均等割の軽減について】

前年の所得が次の金額以下の世帯 軽減
割合

4年度軽減
後の均等
割の年額

3年度軽減
後の均等
割の年額

43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）※以下の世帯 7割 15,567円 15,614円

43万円＋（28万5千円×世帯の被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－1）※以下の世帯 5割 25,946円 26,024円

43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等の数－1）※以下の世帯 2割 41,513円 41,638円

※　　　部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
納
入
通
知
書
の

郵
送
時
期
に
つ
い
て

令
和
4
年
度
分
の
納
入
通
知
書
を
6
月
中
旬
に

被
保
険
者
へ
郵
送
し
ま
す

③
「
被
保
険
者
証
と
減
額
認
定
証
・
限
度
額
適

用
認
定
証
」
を
簡
易
書
留
で
の
送
付
希
望
の
方

へ

8
月
1
日
か
ら
使
用
す
る
被
保
険
者
証
と
減
額

認
定
証
な
ど
（
該
当
者
の
み
）
を
、
7
月
下
旬

ま
で
に
被
保
険
者
へ
送
付
し
ま
す
。
簡
易
書
留

で
の
送
付
を
希
望
す
る
方
は
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い

 

申
し
込
み
方
法 

7
月
1
日
㈮
ま
で
に
直
接
ま
た

は
郵
送
（
必
着
）
で　

郵
送
＝
は
が
き
ま
た
は

封
書
に
被
保
険
者
番
号
、
住
所
、
被
保
険
者
氏

名
（
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い
る
場
合
は
全

員
）、
電
話
番
号
、「
簡
易
書
留
希
望
」
と
記
入

し
保
険
年
金
課

※
勇
払
・
の
ぞ
み
・
沼
ノ
端
出
張
所
で
も
可
、

電
話
で
の
申
し
込
み
は
不
可

I
①
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

J
011 

(290)
5
6
0
1　

①
②
③
市
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
1
4

育
児
の
援
助
を
行
い
た
い
方
向
け
の

養
成
講
習
会

A
7
月
26
日
㈫
＝
9
時
30
分
〜
15
時
30
分
、
28

日
㈭
＝
10
時
〜
15
時
、
8
月
2
日
㈫
＝
10
時
〜

16
時
、
4
日
㈭
、
9
日
㈫
＝
10
時
〜
15
時
、
10

日
㈬
＝
9
時
30
分
〜
12
時
30
分

B
男
女
平
等
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー　

講
習
室
A

C
20
歳
以
上
で
健
康
な
方　

※
育
児
の
援
助
を

受
け
た
い
方
（
依
頼
会
員
）
は
随
時
募
集

E
2
千
円　

開
講
日
納
入

H
6
月
15
日
㈬
〜
7
月
15
日
㈮
に
身
分
を
証
明

す
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免

許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど
）
を
直
接　

フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー　

J
(84) 

7
2
6

6I
市
こ
ど
も
育
成
課　

J
(32)
6
2
2
4

広報とまこまい  令和4（2022）年・6月15
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